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「
イ
エ
ロ
ー
チ
ョ
ー
ク
作
戦
」と
は
、放

置
さ
れ
た
犬
の
フ
ン
の
周
り
を
黄
色
い

チ
ョ
ー
ク
で
囲
み
、日
時
を
書
く
こ
と
で
、

地
域
が
見
て
い
る
こ
と
を
飼
主
に
認
識
さ

せ
、飼
主
の
モ
ラ
ル
に
訴
え
、フ
ン
の
放
置

を
な
く
す
啓
発
活
動
で
す
。

準
備
物

黄
色
の
チ
ョ
ー
ク（
環
境
に
や
さ
し
い
炭

酸
カ
ル
シ
ウ
ム
製
チ
ョ
ー
ク
が
望
ま
し

い
）

※
チ
ョ
ー
ク
は
環
境
政
策
課
窓
口（
市
役

所
2
階
）で
無
料
配
布
し
て
い
ま
す

方
法①

放
置
さ
れ
て
い
る
フ
ン
を
黄
色
い

チ
ョ
ー
ク
で
囲
み
、発
見
日
時
を
書

く
。

②
フ
ン
は
片
付
け
ず
、時
間
を
変
え
て
現

場
を
見
る
。

あ
る
時
→
再
び
フ
ン
を
囲
み
、確
認
日

時
を
書
く
。

な
い
時
→「
な
し
」を
書
い
て
、確
認
日
時

を
書
く
。

③
予
防
に
は
、「
パ
ト
ロ
ー
ル
中
」と
記
載

す
る
。

※
許
可
な
く
私
有
地
に
書
か
な
い
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い

イ
エ
ロ
ー
チ
ョ
ー
ク
作
戦

問企画政策課　TEL077-551-1808 ＦＡＸ077-554-1123

ネーミングライツ・パートナーネーミングライツ・パートナーをを募集募集しますします
　新たな財源確保や施設の魅力、利用率向上のため、対象施設の名称を事業者が命名できる　新たな財源確保や施設の魅力、利用率向上のため、対象施設の名称を事業者が命名できる

「ネーミングライツ制度」を導入しました。「ネーミングライツ制度」を導入しました。
　事業者はネーミングライツ・パートナーとして対象施設に企業名や商品名　事業者はネーミングライツ・パートナーとして対象施設に企業名や商品名
などの愛称を付与し、企業ＰＲの場として活用することができます。市はそなどの愛称を付与し、企業ＰＲの場として活用することができます。市はそ
の対価を新たな安定財源として、市⺠が安⼼して利⽤できる施設の維持管理の対価を新たな安定財源として、市⺠が安⼼して利⽤できる施設の維持管理
などに努めます。などに努めます。

■対象となる施設■対象となる施設
　道路、歩道橋、公園、スポーツ施設、駐車場、公衆トイレなど　道路、歩道橋、公園、スポーツ施設、駐車場、公衆トイレなど
　※原則、市が指定する施設などが対象です（市ホームページに一覧を掲載）　※原則、市が指定する施設などが対象です（市ホームページに一覧を掲載）

■契約期間■契約期間
　原則5～10年（施設ごとに異なる）　原則5～10年（施設ごとに異なる）

■応募資格■応募資格
　法人、 個人事業主など　法人、 個人事業主など
　※詳細は市ホームページに掲載の「募集要項」などをご覧ください　※詳細は市ホームページに掲載の「募集要項」などをご覧ください

■ネーミングライツのイメージ■ネーミングライツのイメージ

市ホームページ
「募集要項」など

愛　称
施設など

事業者
［ネーミングライツ・パートナー］

市

命名権命名権

対価の支払い

対価を
管理運営費
などに充当

愛称を付与
施設の
魅力向上の
取組提案

愛称付与の権利、特典･その他の権利
［パートナーメリット］
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